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（訂正）「平成30年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は、平成29年８月14日に公表いたしました「平成30年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」の一部に、下記の通り訂正がありましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正理由 

 平成29年８月14日の公表後、一部訂正が必要なことが判明したため 

 

２．訂正内容 

「平成30年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」のサマリー、「２．配当の状況」（注）２の一

部を訂正いたします。訂正箇所に を付しております。 

 

訂正前 訂正後 

当社は、平成29年６月13日付「剰余金の配当に関す

るお知らせ」の通り、平成29 年３月期の計算書類を

確定できていないことから、当初基準日（平成29 年

３月31日）に基づき、６月14日に予定しておりまし

た剰余金の配当に係るお支払い手続に着手すること

ができなかったため、平成29年３月31日を基準日と

する剰余金の配当を行わないことといたしました。ま

た、平成29年７月12日の当社の取締役会決議に基づ

き、新たに平成29年７月31日を剰余金の配当の基準

日と定めましたが、同基準日における配当金につきま

しては、平成29年５月10日の発表内容(１株当たり

30 円）から変更する予定はございません。今後の取

締役会で詳細を決定次第、お知らせいたします。 

当社は、平成29年６月13日付「剰余金の配当に関す

るお知らせ」の通り、平成29 年３月期の計算書類を

確定できていないことから、当初基準日（平成29 年

３月31日）に基づき、６月14日に予定しておりまし

た剰余金の配当に係るお支払い手続に着手すること

ができなかったため、平成29年３月31日を基準日と

する剰余金の配当を行わないことといたしました。ま

た、平成29年７月12日の当社の取締役会決議に基づ

き、新たに平成29年７月31日を剰余金の配当の基準

日と定めましたが、同基準日における配当金につきま

しては、平成28年５月10日の発表内容(１株当たり

30 円）から変更する予定はございません。今後の取

締役会で詳細を決定次第、お知らせいたします。 
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